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●第２回策定委員会 意見対応表 

No. 発言者 関連個所 意見・指摘事項 対応方針
1 A委員 

第 2 回資料 
P14、15 

・空き家対策は、市街化区域も市街化調整区域も併せ
て市全体で同じように実施していくのか。 

・空き家対策については今後、誘導施策の検討の中で精査しま
す。 

2 B委員 
 
委員長

第 2 回資料 
P29 

・課題 4 にある災害は、水害に特化したものなのか。 ・防災指針（案）では、水害を中心に他の災害も含めて整理を
行いました。 

⇒「第 4 章防災指針」
3 C委員 

 
委員長 第 2 回資料 

P24、25 

・居住の集約化を図ることで、現在ある避難所は今後
なくなるのか。  

・無くなった場合、その跡地利用や、その場所の避難
地としての適性なども関わってくる 

・避難所は収容人口などを加味して設定するため、現時点では
不明であるが地域住民が安全に避難できるように引き続き検
討していく。 

4 
 

D委員 
 

・市街化調整区域において、住宅の新築と子育て支援
施設の立地の連携はとれるのか。 

・立地適正化計画の策定にあたり、関係部局が庁内検討体制に
含まれているため、連携を図っていきます。 

5 E委員 ・祖父江地域や平和地域では、地域の祭りやイベント
に地元が積極的に参加している。市街化調整区域に
おいて、インフラの維持は難しいかもしれないが、
そういったところは大切にしてほしい。 

・計画内で地域のコミュニティ維持を掲げています。法に基づ
かない市独自の区域設定なども含めて考えていきます。  

⇒「第 5 章 5.法に基づかない任意の区域」P113-116  

6 D委員 

 

・あと 2 年で終了する現在の総合計画にとらわれてい
てはいけないのではないか。 

・立地適正化計画の策定にあたり、総合計画を所管する部署も
検討体制に加わっているため、今後の総合計画も見据えた検
討をしていきます。 
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No. 発言者 関連個所 意見・指摘事項 対応方針
7 F委員 

 第 2 回資料 
P29、30、35，
36 

・現況分析にある財政に関する課題がどこにも出てき
ていないため、どこかに入れてはどうか。公共施設
の老朽化対策などにも財政は関わってくる。 

・4 つの課題の中で直接的な表現はしていなかったが、財政は
複合的に関わる事項のため検討し追加しました。（別添資料
参照） 

8 副委員長 ・多くの委員が市街化調整区域への関心が高く、そこ
をどう扱うかが重要。分散した市街化区域に施設を
集約化すれば、周辺の市街化調整区域の居住者も利
用できる。 
「課題 2 コミュニティの維持」に、その辺りのこと
を書けたらよいのではないか。

・市街化調整区域で、土地利用という言い方をするのはそぐわ
ないと考え、具体的に言及していませんが、任意の区域や誘
導方策で表現できるか検討していきます。 

⇒「第 5 章 5.法に基づかない任意の区域」P113-116  

9 副委員長 

 

・誘導区域や、法に基づかない任意の区域の設定方針
は妥当と考える。  

・防災については、市街化調整区域についてもやるべ
き。

・任意の区域の設定においても災害リスクを踏まえた設定を検
討します。  

⇒「第 5 章 5.法に基づかない任意の区域」P113-116  

10 A委員 第 2 回資料 
資料編 
P17、29

・高齢化率が 40%以上のところが多い一方で、世帯
数は増加している。これにどのように対応していく
のかが課題となる。

・一義的には人口の集約化ですが、この課題に対して立地適正
化計画で扱えない場合は全庁的に対応を検討していきます。 








